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○長崎大学名誉校友称号授与規則 

平成１７年５月２７日 

規則第３５号 

改正 平成２２年３月３１日規則第２３号 

平成３１年４月２６日規則第２２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長崎大学（以下「本学」という。）における長崎大学名誉校友（以下

「名誉校友」という。）の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（称号授与の資格） 

第２条 名誉校友の称号は，次の各号の一に該当する者に対して授与する。 

(1) 本学の卒業生で各界において顕著な功績を挙げ，本学の名誉を高めた者 

(2) 長崎大学感謝状贈呈規程（平成１６年規程第３５号）第２条に規定する事由に該当

する者のうち，本学に対する貢献が長年にわたる場合など特に顕著であると認められる

もの 

（候補者の推薦） 

第３条 学長，理事及び部局等の長は，前条に規定する資格に該当すると認められる者（以

下「候補者」という。）があるときは，学長に推薦することができる。 

２ 前項の推薦は，名誉校友候補者推薦書（別記様式第１号）により行う。 

（称号の授与） 

第４条 名誉校友の称号は，教育研究評議会の議を経て，学長が授与する。 

２ 名誉校友の称号を授与するときは，名誉校友記（別記様式第２号又は別記様式第３号）

により行う。 

（称号授与の取消し） 

第５条 名誉校友の称号を授与された者にその称号を汚す行為があったときは，教育研究評

議会の議を経て，称号の授与を取り消すことができる。 

（事務） 

第６条 名誉校友の称号の授与に係る事務は，関係する事務局の課又は部局等の事務部等の

協力を得て，総務部総務企画課において行う。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，名誉校友の称号の授与に関し必要な事項は，別に定

めることができる。 
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附 則 

この規則は，平成１７年５月２７日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２３号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月２６日規則第２２号） 

この規則は，令和元年５月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第３条関係） 

別記様式第二号（第四条関係） 

別記様式第３号（第４条関係） 


